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小規模企業資金　保証料補給のイメージ

県による保証料補給

県補給後の利用者負担保証料率（%）

保証人不要の選択をした場合の上乗せ保証料率

※（　）は保証料率の上乗せをして保証人
　 不要の選択をした場合の保証料率
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保証料  料率区分

県制度融資のしくみ・お申し込み方法

融資のお申し込み・ご相談は

融資お申し込みの際の提出書類について

県・金融機関・県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行います。

下記金融機関の県内本支店で行っています。手続方法は、金融機関所定です。（令和７年４月１日現在）

県制度融資のお申し込みに必要な書類については、金融機関所定となっています。
提出していただいた書類については、以下の目的に利用します。

（取扱金融機関の県内本支店で口座を持たない又は取扱金融機関の県外本支店と既に事業性のある与信取引を有している中小企業者等に限り、
当該取扱金融機関の県外本支店での取扱が可能です。）

・金融機関での融資審査 ・県での県制度融資の統計、予算資料等の作成
・県信用保証協会での保証審査 ・県信用保証協会が県に対して行う保証料補給の申請
・県制度融資の対象者であることの確認（金融機関・県） ・金融機関が県に対して行う利子補給申請

・銀　　行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 三菱UFJ＊、三井住友、十六、大垣共立＊、北陸＊、滋賀、八十二、
 富山第一、あいち＊、名古屋、三十三
・信用金庫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岐阜＊、大垣西濃、高山、東濃、関、八幡、尾西、桑名三重
・信用組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岐阜商工、飛驒、イオ、益田、近畿産業、岐阜県医師
・商工組合中央金庫
・農業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぎふ（本店）、西美濃（本店、中部支店、神戸支店、名森支店、海津中支店、養老中支店、
 垂井支店）、いび川（本店）、めぐみの（関支店、郡上支店、白鳥支店、太田支店、
 広見支店）、陶都信用（本店）、東美濃（本店）、飛驒（本店、萩原支店、下呂支店、
 竹原支店、金山支店）
・岐阜県信用農業協同組合連合会（本所）
 ＊印の金融機関には、利用者の方の利便性を考慮し、例外的に県制度融資の取扱いが可能となっている県外支店があります。
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・融資報告

❸保証承諾

❶融資申し込み
❷保証申し込み

①金融機関（下記のとおり）へ
　融資を申し込みます。
②保証の申し込みも、金融機関を
　通して行います。

❹融資

❷保証申し込み

・預託

中小企業者等

岐阜県信用保証協会

金融機関

県

①金融機関から事業資金を借入れる際に公的
な保証人となって、融資を容易にします。

②金融機関を通して保証申し込みのあった中小
企業者等ごとに保証審査を行い、保証の
諾否を決定します。

　経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、県信用保証協会
が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
　利用にあたっては、市町村長の認定を受ける必要があります。（セーフティネット保証と危機関連保証を併用する場合、それぞれに対して
別枠保証限度額が付与されます。）

①申し込みのあった中小企業者等ごとに審査
したうえで県で定めた融資条件により融資を
行います。

②県資金に金融機関の資金を加えて融資を行
います。

①融資条件を定めます。
②融資のための原資として金融機関に県資金

を預託します。
③信用保証料等の軽減措置を行います。

 ※「小規模企業資金」「創業支援資金」は、
 　商工会議所、商工会でもお申し込みいただけます。

融資制度に関するお問い合わせ先（県の機関）岐阜県信用保証協会による保証制度のご案内

県による信用保証料の利用者負担軽減措置 災害対策資金

◯危機関連保証
　大規模な経済危機、災害等により、経営の安定に支障が生じている方

○セーフティネット保証
　１号：大型倒産発生により影響を受ける方
　２号：取引先企業のリストラ等により影響を受ける方
　３号：突発的災害（事故等）により影響を受ける方
　４号：突発的災害（自然災害等）により影響を受ける方
　５号：全国的に業況の悪化している業種に属する方
　６号：取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
　７号：金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している方
　８号：㈱整理回収機構等に貸付債権が譲渡された中小企業者等のうち、事業再生の可能性があると判断される方

●セーフティネット保証及び危機関連保証・・・通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。

●県は、信用保証料の一部を県信用保証協会に対して補給することで、県内中小企業者等の利用者負担の
　軽減を図っています。　※４～８頁の一覧に県が補給する率を記載しています。

地震、豪雨等の災害や大規模な経済危機等の被害を受けた中小企業者等の事業復旧を支援します       

災害復旧資金
地震、豪雨等の災害の
被害を受けた中小企業者等の
事業復旧を支援

危機関連
対応資金
大規模な経済危機、
自然災害等により、
危機関連保証の認定を受けた
事業者を支援

別に定める※

資金名 融資利率
融資限度額 ※（注２）

運転資金 設備資金 運転資金 設備資金 付保 利用者負担保証料率
担保

信用保証 ※（注3）（注4）償還期間（据置期間）

別に定める※

万円 万円

別に定める※

７年以内
（１年以内）

10年以内
（１年以内）

すべて必要
年０.６%

（県保証料補給率0.2％）

別に定める※
金融機関又は
県信用保証協会
所定方法

※この資金は災害が発生したときに、その規模等により取扱いを開始します

～ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください～

8,000 8,000

10,000 10,000 原則無担保年1.2%

岐阜県融資制度 検索

岐阜県商工労働部
　商業・金融課　資金融資係

岐阜市薮田南2-1-1
　岐阜県庁10階

県内全域
岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・
瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡

058
272 -8374（直通）

西濃県事務所
　振興防災課　産業労働係

大垣市江崎町422-3
　西濃総合庁舎内

大垣市・海津市・養老郡・
不破郡・安八郡

0584
73 -1111（代表）

揖斐県事務所
　振興防災課　産業労働係

揖斐郡揖斐川町上南方1-1
　揖斐総合庁舎内

揖斐郡0585
23 -1111（代表）

可茂県事務所
　振興防災課　産業労働係

美濃加茂市古井町下古井2610-1
　可茂総合庁舎内

美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡0574
25 -3111（代表）

中濃県事務所
　振興防災課　産業労働係

美濃市生櫛1612-2
　中濃総合庁舎内

関市・美濃市・郡上市0575
33 -4011（代表）

東濃県事務所
　産業労働課　産業労働係

多治見市上野町5-68-1
　東濃西部総合庁舎内

多治見市・瑞浪市・土岐市0572
23 -1111（代表）

恵那県事務所
　振興防災課　産業労働係

恵那市長島町正家後田1067-71
　恵那総合庁舎内

中津川市・恵那市0573
26 -1111（代表）

飛驒県事務所
　振興防災課　産業労働係

高  山  支  店 〒506-0025  高山市天満町4-70（A・LUX2ビル内）

〒500-8503  岐阜市薮田南5-14-53
（OKBふれあい会館（岐阜県県民ふれあい会館）内）

〒507-8691  多治見市白山町1-238（ヤマカ駅北ビル３階）

高山市、飛驒市、下呂市、大野郡

下記以外の市町村

県下全域

多治見市、中津川市、瑞浪市、
恵那市、美濃加茂市、土岐市、
可児市、加茂郡、可児郡

0577-33-5014

058-276-6924

0120-015-047

0572-22-3100多 治 見 支 店

総合相談窓口

本 　 　 　 店

高山市上岡本町7-468
　飛驒総合庁舎内

高山市・飛驒市・下呂市・大野郡0577
33 -1111（代表）

県 

庁

各

　
　県

　
　事

　
　務

　
　所

機関名 所在地 電話番号 担当地域

所在地

一般保証限度額

普通保証

無担保保証

2億円以内

8,000万円以内

普通保証

無担保保証

2億円以内

8,000万円以内

別枠保証限度額

電話番号 担当地域

セーフティネット保証及び危機関連保証の認定については、企業の本店所在地等（個人の場合は主たる事業所所在地）
を管轄する市町村で行っていますので、各市町村商工担当窓口にお問い合わせください。
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✚

　県信用保証協会は中小企業者等の決算内容
情報について、中小企業信用リスク情報データ
ベース（CRD）評価によって、料率区分を①から⑨
の間で決定し、定性要因を加味して、信用保証料率を
決定します。
　この信用保証料率から、県が補給する率を差し
引いたものが最終的に利用者の方が負担する保証
料率となります。

※県が補給する率は資金ごとに異なります。
※条件変更に伴い追加して生じる保証料は、県の補給対象外です。
※令和6年3月15日より、特定の保険が付保された信用保証が
適用される資金で、一定の財務条件等を満たした方は、保証
料率の負担額を上乗せする代わりに、経営者保証を不要と
する選択が可能です。どの資金が対象となるかは、岐阜県信
用保証協会にお問い合わせください。なお、上乗せ分の保証
料率については県の補給対象外です。

一般保証よりも低い
保証料率で利用できる
場合があります。

＜このパンフレット掲載の情報は、令和７年４月１日時点のものです。＞

岐阜県中小企業岐阜県中小企業岐阜県中小企業岐阜県中小企業岐阜県中小企業岐阜県中小企業

資金
融資制度
資金
融資制度
資金
融資制度
資金
融資制度
資金
融資制度
資金
融資制度のご案内のご案内

・長期固定の低金利です！

・信用保証料の一部を
  県が負担します！

県制度融資は

令和7年度

令和7年4月1日から次の資金を変更・拡充しました。

岐阜県商工労働部商業・金融課（資金融資係）
　〒500-8570 岐阜市薮田南２‒１‒１　岐阜県庁１０階
　TEL 058-２７２-８３７４（直通）　 TEL 058-272-1111（代表） 内線3646，3647

岐阜県融資制度 検      索

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2522.html

○「融資利率の改定」
　・0.2%利上げ（全資金一律）。
　 ※融資実行日が令和7年4月1日以降となるものについて適用。

○「経済変動対策資金」及び「返済ゆったり資金」の要件緩和の継続
　・据置期間を２年以内に延長するとともに、経済変動対策資金の運転資金の償還期間を10年以内に延長する緩和措置を継続。

融資に関するご相談・お申し込みは県内の取扱金融機関へ

※このパンフレットは融資制度をお知らせするものです。融資対象要件を満たしている場合であっても、金融機関、県信用保証協会の
　審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

（ただし、事業歴１年未満の方や、岐阜県内で新たに開業される方を対象とした資金もあります。）

・『資本金』か『常時使用する従業員数』のうち、どちらか一方が適合していれば対象となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、次の業種については以下のとおりです。

・農林漁業、金融業、遊興飲食業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある業種などを営む方
・宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人等
 （ただし、従業員300人以下の、医療法人及び医業を主たる業とする社会福祉法人、社団法人、財団法人についてはこの限りでない）
・銀行取引停止処分中の方
・休眠会社、休眠組合
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者等

◆中小企業者

・事業協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合等◆組　合

◆次の方は、対象となりません

金融ミナモ

岐阜県内に事業所または工場があり、１年以上事業を営んでいる中小企業者または組合

県制度融資の対象となる方

小　売　業（飲食店を含む）

サービス業

卸　売　業

製造業等（建設業・運輸業等を含む）

ゴム製品製造業

ソフトウェア業・情報処理サービス業

旅館業

５千万円以下

５千万円以下

1億円以下

　３億円以下

　5０人以下

100人以下

100人以下

300人以下

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）   ３億円以下

３億円以下

５千万円以下

　 900人以下

300人以下

200人以下

業　種 資本金 従業員数
業　種 資本金 従業員数


